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２． 法律の枠組み 

バリアフリー法では、個々の公共交通機関、建築物等の新設に際し『基準適合義務等』
とともに、施設が集積する地区における移動等の円滑化の重点的・⼀体的なバリアフリ
ー化を図る『基本構想制度』が設けらています。本基本構想は、この基本構想制度によ
り、新那加駅周辺における⾯的・⼀体的なバリアフリー化を図ります。 

【バリアフリー法の基本的枠組み】 
 基本⽅針（主務⼤⾂）  
・ 移動等の円滑化の意義及び⽬標 
・ 公共交通事業者、道路管理者、路外駐⾞場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者が移動等の

円滑化のために講ずべき措置に関する基本的事項 
・ 市町村が作成する基本構想の指針                         等
  関係者の責務  
・ 関係者と協⼒しての施策の持続的かつ段階的な発展（スパイラルアップ）【国】 
・ ⼼のバリアフリーの促進【国及び国⺠】 
・ 移動等円滑化の促進のために必要な措置の確保【施設設置管理者等】 
・ 移動等円滑化に関する情報提供の確保【国】
  基準適合義務等   

 

 以下の施設について、新設等に際し移動等円滑化基準に適合させる義務 
既存の施設を移動等円滑化基準に適合させる努⼒義務  

・ 旅客施設及び⾞両等 
・ ⼀定の道路（努⼒義務はすべての道路） 
・ ⼀定の路外駐⾞場 
・ 都市公園の⼀定の公園施設（園路等） 
・ 特別特定建築物（百貨店、病院、福祉施設等の不特定多数⼜は主として⾼齢者、障がい者等

が利⽤する建築物） 
 
 特別特定建築物でない特定建築物（事務所ビル等の多数が利⽤する建築物）の建築等に際し

移動等円滑化基準に適合させる努⼒義務（地⽅公共団体が条例により義務化可能） 
誘導的基準に適合する特定建築物の建築等の計画の認定制度

  基本構想制度（重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・⼀体的な推進）   

 

 基本構想（市町村）  
協議 

協議会  
・ 旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の⾼齢者、

障がい者等が⽣活上利⽤する施設の所在する⼀定の
地区を重点整備地区として指定 

・ 重点整備地区内の施設や経路の移動等の円滑化に関
する基本的事項を記載       等

市町村、特定事業を実施すべ
き者、施設を利⽤する⾼齢
者、障がい者等により構成さ
れる協議会を設置 

 

 

 事業の実施  
・ 公共交通事業者、道路管理者、路外駐⾞場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者、公安

委員会が、基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施する義務（特定事業） 
・ 基本構想に定められた特定事業以外の事業を実施する努⼒義務

 
  ⽀援措置 

 
移動等円滑化経路協定   

 
・ 公共交通事業者が作成する計画の認定制度
・ 認定を受けた事業に対し、地⽅公共団体が助

成を⾏う場合の地⽅債の特例    等

・ 重点整備地区内の⼟地の所有者等が締
結する移動等の円滑化のための経路の
整備⼜は管理に関する協定の認可制度

 

 


